
婚姻による改姓について国の男女共同参画基本計画における記載

第４次男女共同参画基本計画

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

第９分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備

１ 男女共同参画の視点に立った社会制度・慣行の見直し

ア 働きたい人が働きやすい中立的な税制・社会保障制度・慣行､家族に関する法制等の

検討

② 家族に関する法制について、家族形態の変化、ライフスタイルの多様化、国民意識

の動向、女子差別撤廃委員会の最終見解等も考慮し、婚姻適齢の男女統一、選択的夫

婦別氏制度の導入、女性の再婚禁止期間の見直し等の民法（明治29年法律第89号）改

正等に関し、司法の判断も踏まえ、検討を進める。

第５次男女共同参画基本計画

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備

第９分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備

１ 男女共同参画の視点に立った各種制度等の見直し

イ 家族に関する法制の整備等

① 現在、身分証明書として使われるパスポート、マイナンバーカード、免許証、住民

票、印鑑登録証明書なども旧姓併記が認められており、旧姓の通称使用の運用は拡充

されつつあるが、国・地方一体となった行政のデジタル化・各府省間のシステムの統

一的な運用などにより、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのない

よう、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組む。【関係府省】

② 婚姻後も仕事を続ける女性が大半となっていることなどを背景に、婚姻前の氏を引

き続き使えないことが婚姻後の生活の支障になっているとの声など国民の間に様々な

意見がある。そのような状況も踏まえた上で、家族形態の変化及び生活様式の多様化、

国民意識の動向等も考慮し、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、戸籍制

度と一体となった夫婦同氏制度の歴史を踏まえ、また家族の一体感、子供への影響や

最善の利益を考える視点も十分に考慮し、国民各層の意見や国会における議論の動向

を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める。【法務省、関係府省】
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